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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年12月20日(2018.12.20)

【公開番号】特開2018-173970(P2018-173970A)
【公開日】平成30年11月8日(2018.11.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-043
【出願番号】特願2018-112879(P2018-112879)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  17/30     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   17/30     ２２０Ｚ
   Ｇ０６Ｆ   17/30     ２１０Ｄ
   Ｇ０６Ｑ   10/00     ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月6日(2018.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機器の各々が設置された設置環境に関する複数の項目を含む設置環境情報に基づ
いて複数のグループに分類された前記複数の機器のうち、故障が生じている機器が属する
グループについて、他のグループと異なる特徴を表す前記設置環境情報の項目を抽出する
抽出部と、
　前記抽出部による抽出結果を表示部に表示させる制御を行う表示制御部と、
　を備えた故障診断装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記複数の機器の分類結果を、分類されたグループ毎に識別可能な
状態で前記表示部に表示させる制御を行う
　請求項１記載の故障診断装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記故障が生じている機器を特定可能な状態で、前記分類結果を前
記表示部に表示させる制御を行う
　請求項２記載の故障診断装置。
【請求項４】
　前記機器で発生した故障の種類に関する故障情報と前記複数の機器の各々に付与された
識別情報とが対応付けられた故障発生情報を蓄積する蓄積部と、
　前記故障が生じている機器の前記故障情報を取得する取得部と、をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記蓄積部により蓄積された故障発生情報に基づいて、前記取得部
により取得された故障情報によって示される故障の種類と同一の種類の故障が発生した機
器を判別可能な状態で、前記複数のグループを前記表示部に表示させる制御を行う
　請求項１から請求項３の何れか１項記載の故障診断装置。
【請求項５】
　前記設置環境情報は、前記機器が接続される機器のハードウェア、前記機器で使用され
るソフトウェア、及び前記機器のメンテナンスに関する情報の少なくとも１つに関する複
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数の項目を含む
　請求項１から請求項４の何れか１項記載の故障診断装置。
【請求項６】
　前記抽出部は、前記異なる特徴を、最も異なる度合が高い特徴から順に、複数の特徴の
各々を表す前記設置環境情報の項目を抽出する
　請求項１から請求項５の何れか１項記載の故障診断装置。
【請求項７】
　前記機器は、医療機器である
　請求項１から請求項６の何れか１項記載の故障診断装置。
【請求項８】
　複数の機器の各々が設置された設置環境に関する複数の項目を含む設置環境情報に基づ
いて複数のグループに分類された前記複数の機器のうち、故障が生じている機器が属する
グループについて、他のグループと異なる特徴を表す前記設置環境情報の項目を抽出し、
　抽出結果を表示部に表示させる制御を行う
　故障診断方法。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１から請求項７の何れか１項記載の故障診断装置の抽出部、及
び表示制御部として機能させるための故障診断プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の故障診断装置は、複数の機器の各々が設置された
設置環境に関する複数の項目を含む設置環境情報に基づいて複数のグループに分類された
複数の機器のうち、故障が生じている機器が属するグループについて、他のグループと異
なる特徴を表す設置環境情報の項目を抽出する抽出部と、抽出部による抽出結果を表示部
に表示させる制御を行う表示制御部と、を備えている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の故障診断装置は、表示制御部が、複数の機器の分類結果を、分類された
グループ毎に識別可能な状態で表示部に表示させる制御を行ってもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　一方、上記目的を達成するために、本発明の故障診断方法は、複数の機器の各々が設置
された設置環境に関する複数の項目を含む設置環境情報に基づいて複数のグループに分類
された複数の機器のうち、故障が生じている機器が属するグループについて、他のグルー
プと異なる特徴を表す設置環境情報の項目を抽出し、抽出結果を表示部に表示させる制御
を行うものである。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　さらに、上記目的を達成するために、本発明の故障診断プログラムは、コンピュータを
、本発明の故障診断装置の抽出部、及び表示制御部として機能させるためのものである。
　また、上記目的を達成するために、本発明の故障診断装置は、予め複数のグループに分
類された複数の機器のうちの故障が生じている機器が属するグループについて、複数の機
器の各々が設置された設置環境に関する複数の項目を含む設置環境情報から、他のグルー
プと異なる特徴を表す設置環境情報の項目を抽出する抽出部と、抽出部による抽出結果を
表示部に表示させる制御を行う表示制御部と、を備えている。
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